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第１回武豊町行政改革推進委員会 会議議事録 

 

１ 開催日時  

令和２年８月５日（水） １４時～ 

 

２ 開催場所  

第２・３・４会議室 

 

３ 出席者（敬称略） 

  （武豊町行政改革推進委員会） 

   天木 一馬  武豊町商工会長 

高橋 勝彦  武豊町経営者懇談会代表 

山内 輝男  武豊町老人クラブ連合会長 

木村 保夫  武豊町社会福祉協議会長 

鈴木 政司  区長代表（長尾部） 

久田  愛  武豊町子ども会育成連絡協議会長  

井上 久枝  武豊町ボランティアセンター代表  

田中  稔  武豊町スポーツ協会長 

榊原 邦夫  武豊町文化協会長 

家田 太地  武豊町勤労者代表（連合愛知知多地域協議会推薦依頼） 

松崎  勇  公募委員 

伊藤  彰  公募委員 

新美 結花  公募委員 

川口 絵美  公募委員 

出口 真実  公募委員 

   

（事務局） 

   籾山町長、木村総務部長、池田総務課長、長澤課長補佐、 

財政担当（守山、磯村） 

 

４ 議事内容 

発言者 発言要旨 

池田 

総務課長 

（開会にあたっての連絡事項） 

 それでは、第１回武豊町行政改革推進委員会を開催します。 

 はじめに、籾山町長より、開催の挨拶をお願いします。 

 

籾山町長 （町長挨拶） 
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〇 本町では、昭和 60 年から 6 回にわたる行政改革に取り 

組んできた。 

〇 しかしながら行政改革にゴールはなく、今後も町一丸とな

って取り組んでいく必要がある。 

〇 そこで、本町では、行政改革推進本部を発足させ、第７次

行革プランの原案をとりまとめた。 

〇 これからの町行政、住民サービスの向上のため、優れた見

識をもつ皆様に、十分審議していただきたい。 

 

池田 

総務課長 

それでは、次第２「武豊町行政改革推進委員会設置に関する

条例について」、事務局から説明をお願いします。 

 

長澤 

課長補佐 

（次第２について説明） 

 

池田 

総務課長 

次第２について、意見はありますか。 

（意見なし） 

 

それでは、次第３「委員の任命」に移ります。 

皆様全員にお渡しするのが本意ではありますが、委員を代表

して天木委員にお渡しさせていただきます。 

 

籾山町長 

天木委員 

籾山町長より天木委員に辞令交付 

池田 

総務課長 

それでは次第４「委員等自己紹介」に移ります。 

資料２「武豊町行政改革推進委員会委員名簿」に従い、各委

員さんに自己紹介をお願いしたいと思います。 

 

各委員 （天木委員より順番に自己紹介） 

 

事務局 （町長より順番に自己紹介） 

 

池田 

総務課長 

それでは次第５「武豊町行政改革推進委員会会長、副会長の

選任について」に移ります。 

会長については、先ほど次第１で説明したとおり、委員の互

選によって定めることとなっていますが、意見はありますか。 

 

鈴木委員 事務局に一任 
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池田 

総務課長 

事務局一任との意見がでましたが、他に意見はありますか。 

各委員 （意見なし） 

 

池田 

総務課長 

 ないようでしたら、事務局案として提案させていただきま

す。 

 事務局としては、天木委員を推薦したいと思います。 

 天木委員は、商工会長を務められ、町行政への経験も豊富で

あるため、適任であると考えます。 

 皆様いかがでしょうか。よろしければ拍手をお願いします。 

 

各委員 （拍手） 

 

池田 

総務課長 

 

ありがとうございます。それでは、天木委員に会長をお願い

したいと思います。よろしくお願いします。 

それでは、天木会長、会長席へ移動をお願いします。 

 

（天木会長が会長席へ移動） 

 

それでは、天木会長より、ご挨拶をお願いします。 

 

天木会長 〇 推薦をいただいた天木と申します。 

〇 行政改革推進委員会は重要な委員会であり、皆様と一緒

に、しっかりと中身を協議していきたい。 

〇 しかしながら、コロナ禍の最中であり、時間を短縮できる

ところは短くし、皆様の意見を吸いとれれば、定刻前に終了

したいと思っていますので、御協力をお願いします。 

 

池田 

総務課長 

ありがとうございました。 

次に、副会長の選任です。条例により、「副会長は会長が指

名し、これを定めること」となっています。 

天木会長、指名をお願いします。 

 

天木会長 それでは指名をさせていただきます。 

副会長には、武豊町ボランティアセンター代表の井上久枝さ

んにお願いしたいと思います。 
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池田 

総務課長 

井上委員、いかがでしょうか。 

井上委員 わかりました。 

 

各委員 （拍手） 

 

池田 

総務課長 

それでは、副会長席へ移動をお願いします。 

（副会長席へ移動） 

恐縮ではありますが、副会長の挨拶は割愛させていただきま

す。 

以上で、会長、副会長の選任を終えさせていただきます。 

続きまして、次第６「武豊町第７次行革プラン（案）諮問」

に移ります。 

 

籾山町長 

天木会長 

 籾山町長より、天木会長へ諮問 

（諮問書を読み上げ、受け渡し） 

 

池田 

総務課長 

籾山町長は、他の公務がありますので、ここで退席させてい

ただきます。 

 

籾山町長 （退席） 

 

池田 

総務課長 

 それでは、これ以降の議事の進行は、天木会長にてお願いし

ます。 

 

天木会長  議事を進行させていただきます。円滑な議事進行にご協力を

お願いします。 

 議事に入る前に、事務局から何かありますか。 

 

長澤 

課長補佐 

 本委員会は公開で行われ、会議内容はホームページ等で公開

し、議事録作成のため、会議内容は全て録音させていただきま

す。よろしくお願いします。 

 

天木会長 わかりました。それでは、次第７「議事」に移ります。 

まず、（１）これまでの行政改革について、事務局より説明

をお願いします。 
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長澤 

課長補佐 

（次第７（１）これまでの行政改革について、説明） 

 

天木会長 ありがとうございます。 

ただいまの説明について、意見等があればお願いします。 

（意見なし） 

ないようでしたら、引き続き次第７（２）武豊町第７次行革

プラン（案）について説明をお願いします。 

長澤 

課長補佐 

先にお願いがあります。 

次第７（２）については、内容が多いため、次の４つにわけ

て説明します。 

１ 資料４ 

２ 資料５ はじめからＰ４まで 

３ 資料５ Ｐ５からＰ８まで 

４ 資料５ Ｐ９からのアクションプラン 

 

天木会長 わかりました。それでは順番にお願いします。 

 

長澤 

課長補佐 

（資料４について説明） 

天木会長 ありがとうございます。 

資料４の内容について、意見等があればお願いします。 

 

松崎委員 重点取組項目の中に、サービス基盤があります。 

この「基盤」というのが、中々理解が難しいのですが、説明

をお願いできますか。 

 

長澤 

課長補佐 

住民サービスの向上のため、皆様のニーズに応えていくため

の、窓口の体制、対応のできる体制づくりをする、そういうイ

メージを持って基盤という言葉を使用しています。 

 

松崎委員 わかりました。 

 

天木会長 他の方でどうでしょうか。 

（意見なし） 

ないようでしたら、事務局から続きの説明をお願いします。 

 

長澤 

課長補佐 

（資料５ はじめからＰ４までについて説明） 
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天木会長 ありがとうございます。 

資料５ Ｐ４までについて、意見等があればお願いします。 

ないようでしたら、事務局から続きの説明をお願いします。 

 

長澤 

課長補佐 

（資料５ Ｐ５からＰ８までについて説明） 

 

 

天木会長 ありがとうございます。 

資料５ Ｐ５からＰ８までについて、意見等があればお願い

します。 

 

松崎委員 ２点お願いします。 

 

１点目ですが、５ページにあります、「全庁、全職員が一丸

となって改革を推進する」とありますが、具体的なアクション

があるのでしょうか。言って終わりなのか、その辺りをお願い

します。 

２点目ですが、７ページの「事務事業の見直し」、取組項目

６番の「各種補助金の見直し」ということですが、この補助金

の事業数はどれくらいあるのでしょうか。 

 

池田 

総務課長 

まず、１点目、職員が一丸となって、ということについてで

すが、まず、行革プランについては、全職員に周知をしており

ます。 

また、どのように活かし、検証していくかですが、１年に１

回、これまでの取組を検証することと併せ、予算を作成するに

あたっては、この行革プランや、上位計画となる総合計画を必

ず意識して、取組をするように、と周知しています。全職員が

こういったことを念頭にしていますので、全庁一丸で取り組ん

でいる、と考えています。 

次に２点目、各種補助金の見直しですが、松崎委員は以前に

この補助金の会議に出席をいただいていることは承知してい

ますが、すぐに件数を答えることができません。申し訳ないで

すが、件数を確認し、次回の委員会にて報告するということで

よろしいでしょうか。 

 

松崎委員 わかりました。お願いします。 
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天木会長 他の方でいかがでしょうか。 

 

家田委員 ６ページ目、重点取組項目の１つ目の「サービス基盤の構築」

の中で、「収納サービスの拡充」とありますが、収納サービス

とは何でしょうか。 

 

池田 

総務課長 

収納サービスについて、考えているのは、いわゆる「電子マ

ネー」関係、具体的には「PayPay」「ＬＩＮＥ Pay」などが

あたります。コロナ禍もありますので、こうしたキャッシュレ

ス決済を進めていく、拡充していく、そうしたことを意識して

項目に挙げてあります。 

 

天木会長 他の方でどうでしょうか。 

ないようでしたら、事務局から続きの説明をお願いします。 

 

長澤 

課長補佐 

（資料５ Ｐ９からのアクションプランについて説明） 

天木会長 ありがとうございます。 

資料５ Ｐ９からのアクションプランについて意見等はあ

りますでしょうか。 

 

松崎委員  １４ページの３１２「使用料の見直し」「減免制度の見直し」

について、使用料とは施設の使用料のことでよいでしょうか。 

 

池田 

総務課長 

使用料については、「中央公民館」「町民会館」などの公共施

設の使用料を考えています。 

 

松崎委員 わかりました。「減免制度」とは、特定の団体と考えていい

でしょうか。 

 

池田 

総務課長 

この内容はこれまでも検討をしているものであります。 

「特定の団体」という考えもありますし、例えば、年齢（高齢

者）や、障がいのある方、そういった色々な内容を加味しての

「減免制度」と考えています。 

 

松崎委員 わかりました。 
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木村委員 １０ページの１２１番、実施項目「後期高齢者健診の推進」

について、受診率の維持に努めるとありますが、令和元年度は

６３.１％とありますが、一般的に見て、低い数値に見えます

が、いかがでしょうか。 

他の団体と比べて、高い数値なのかもしれませんが、健康増

進であるならば、もう少し数値を考えた方がよいかと感じま

す。 

 

池田 

総務課長 

アクションプランを作成するにあたっては、原課（保険医療

課）に意見を作成してもらい提出してもらっていますので、こ

ちらの数値は原課からの数値となっています。 

木村委員からの御指摘については、原課と相談し、次回の委

員会にて回答をさせていただきたいと思います。 

 

木村 

総務部長 

課長から説明したとおり、この数値については原課より報告

が挙がっております。 

当町の受診率は、県内でも非常に高くなっておりまして、こ

の数値を堅持したい、そういう想いがあります。 

計画ではありますので、目標数値としては１００％というの

が本来ではあるかと思いますが、あくまで、実際に沿った形で、

この高い数値を堅持したいとのことを項目に挙げているとい

うところであります。 

背景にはそうした事業がありますが、内容について原課と調

整させていただき、次回の委員会で回答させていただきます。 

 

天木会長 ありがとうございます。 

他の方でいかがでしょうか。 

 

久田委員 個人的な内容となってしまいますが、私の住むエリアは浄化

槽を使用しています。 

１０年前に家を建てたところ、このエリアは公共下水道が通

っていないので、ということでした。公共下水道に繋いだ方が、

町に収入があるかと思っているが、どうでしょうか。 

 

木村 

総務部長 

公共下水道について説明いたします。 

もともと、いわゆる市街化区域という、人口密度が高いエリ

アがありまして、そちらにお住まいの方については、固定資産

税とは別に都市計画税という税金を負担いただいており、こち



9 

 

らを原資として公共下水道の整備をしております。 

 よって、公共下水道の住み分けが、都市計画税の関係がある

ため、いわゆる調整区域のエリアについては、接続がされてい

ない、ということになります。 

一部、例外的に、調整区域エリアでも公共下水道に接続でき

る区域外流入という場合もありますが、難しい話となるためそ

ちらの説明は省略します。 

 更なる詳細は、上下水道課でお聞きいただければ思います。 

 

久田委員 わかりました。 

 

天木会長 他の方で、よろしいでしょうか。 

ないようでしたら、これまでの議事事項について、意見等あ

りますでしょうか。 

（意見なし） 

ないようでしたら、次第８「その他」について、事務局から

説明をお願いします。 

 

長澤 

課長補佐 

（次第８について説明） 

〇 貴重なご意見をありがとうございます。 

〇 内容を確認し、武豊町推進本部にて検討を行い、修正等 

をさせていただきます。 

〇 その内容をもって、第２回武豊町行政改革推進委員会に 

提出させていただきます。 

〇 本日の内容について、他に御意見がありましたら、メー 

ル、郵送、ＦＡＸにて、１４日（金）ごろまでに事務局ま 

で送付してください。 

 〇 事務局からは以上です。 

 

天木会長 ありがとうございます。 

以上で、全ての議事は終了しました。 

定刻より前に終えることができました。皆様ご協力をありが

とうございました。 

 

池田 

総務課長 

天木会長、ありがとうございました。 

それでは、本日はこれで終了させていただきます。 

皆様ありがとうございました。 

お気をつけてお帰りください。 
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